
令 和 ６ 年 度 組 織 編 成 の 概 要

令和６年３月

総 務 部



目 次
頁

１ 令和６年度組織・定数編成の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２ 令和６年度組織編成の概要

（１） 組織編成の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

（２） 部等の組織編成の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

（３） 課等の主な組織編成の概要

ア 知事公室関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

イ 子ども生活福祉部関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

ウ 保健医療部関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６-７

エ 商工労働部関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

オ 土木建築部関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

カ その他の事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

３ 令和６年度定数編成の概要

（１） 定数編成の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

（２） 主な定数配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-16



令和６年度組織・定数編成の基本的な考え方

１ 組織編成について

事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮すると
ともに、令和４年度に策定した「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」や
「新沖縄県行政運営プログラム」等に掲げた取組を効果的に推進するため
、新規事業への対応や執行率の向上など、変化する社会経済情勢や県民ニ
ーズを捉え、的確な対応を可能とする組織の編成に取り組む。

２ 定数編成について

現行の配置定数の水準を維持することとし、部等内におけるスクラップ
・アンド・ビルドによる再配置を原則としつつ、定年引き上げによる影響
も勘案した上で総務部査定により多様化する行政需要等への対応のほか、
より適切な業務執行体制の確保に向け、柔軟に定数の配置を行う。

特に、不適正な事務処理が相次いで発生している事態を重く受け止め、
法令等に基づく正確な事務執行が確保されるよう、組織面からも対策を講
じる。
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２ 令和６年度組織編成の概要

(1) 組織編成の概要

ア 部等の数： １公室10部（１部増：こども未来部の新設）

イ 本庁課 ： 90課（１課減）
（増減内訳）

① 平和・地域外交推進課、地域包括ケア推進課の新設による２課増

② 感染症総務課、感染症医療確保課、ワクチン・検査推進課を感染症対

策課に統合することによる２課減

③ アジア経済戦略課とマーケティング戦略推進課をグローバルマーケット

戦略課に統合することによる１課減

ウ 出先機関 ： 65機関（増減なし）

２



２ 令和６年度組織編成の概要

(2) 部等の組織編成の概要

以下の改編を行うため、令和５年11月定例会に「沖縄県部等設置条例」の改正に係る

議案を提案し、全会一致で可決された。（令和６年４月１日施行）

ア こども未来部を新設し、子ども生活福祉部を生活福祉部に改称する。

イ 平和行政を知事公室へ移管する等の部をまたがる事務の移管を行い、部の再編を行う。

ウ 保健医療部を保健医療介護部に改称する。

エ 知事公室、企画部及び商工労働部の分掌する事務を整備する。

知事公室 総務部 企画部 環境部 子ども生活
福祉部

知事公室 総務部 企画部 環境部 生活福祉部 こども未来
部

保健医療介
護部 農林水産部 商工労働部

文化観光ス
ポーツ部

土木建築部

保健医療部 農林水産部 商工労働部 文化観光ス
ポーツ部 土木建築部

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1110

令和５年度 知事部組織図令和５年度 知事部組織図

令和６年度 知事部組織図令和６年度 知事部組織図

部の再編
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(3) 課等の主な組織編成の概要

ア 知事公室関係

① 沖縄県地域外交基本方針に基づき、国際的な取組を充実・強化していくため、

地域外交統括監及び平和・地域外交推進課を新設

主な改編概要

知事公室長
〈危機管理監〉

広報課

防災危機管理課

秘書課

特命推進課

基地対策課

辺野古新基地建設問
題対策課

秘
書
防
災
統
括
監

基
地
対
策
統
括
監

参事
（危機管理補佐官）

参事

２ 令和６年度組織編成の概要

知事公室長
〈危機管理監〉

参事
（危機管理補佐官）

広報課

防災危機管理課

秘書課

特命推進課

秘
書
防
災
統
括
監

基地対策課

辺野古新基地建設
問題対策課

基
地
対
策
統
括
監

平和・地域外交推進課

地
域
外
交
統
括
監

改
編
後

現
行

６課体制
７課体制

４



(3) 課等の主な組織編成の概要

イ 子ども生活福祉部関係

① こども未来部長の新設ほか、部長及び統括監の職名の改称

② 部の新設等に伴い各課の所掌事務を整理（高齢者福祉介護課は他部へ移管）

③ 一部の課の名称を改称

主な改編概要

子ども生活福祉部長

保護・援護課
高齢者福祉介護課

福祉政策課

消費・くらし安全課

青少年・子ども家庭課

生
活
企
画
統
括
監

子
ど
も
福
祉
統
括
監

子ども未来政策課
子育て支援課

障害福祉課

女性力・平和推進課

２ 令和６年度組織編成の概要

改
編
後

現
行

９課体制 生活福祉部長

保護・援護課

障害福祉課

福祉政策課

生活安全安心課

生
活
福
祉
統
括
監

こども未来部長

こども家庭課
子育て支援課

女性力・ダイバーシ
ティ推進課

こども若者政策課こ
ど
も
未
来
統
括
監

４課体制

４課体制

保健医療介護部
へ移管

５



(3) 課等の主な組織編成の概要

ウ 保健医療部関係

① 部長及び統括監の職名の改称

② 国による感染対策の転換を踏まえ、感染症対策関連の３課を感染症対策課に統合

するとともに、感染対策統括監の職を廃止

③ 医療と介護の連携を推進するため、他部から高齢者福祉介護課を移管し、課の

名称を高齢者介護課に改称

④ 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を強化するため、地域包括ケア推進課

を新設

⑤ 衛生薬務課を薬務生活衛生課に改称

⑥ 組織再編に伴い、より効果的な部内連携を図るため、各統括監が統括する課を

見直すとともに、保健衛生統括監が主管課を総括する筆頭統括監として整理

主な改編概要

２ 令和６年度組織編成の概要
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(3) 課等の主な組織編成の概要

ウ 保健医療部関係

２ 令和６年度組織編成の概要

保健医療部長

医療政策課

国民健康保険課

保健医療総務課

健康長寿課

医
療
企
画
統
括
監

保
健
衛
生
統
括
監

地域保健課

衛生薬務課

感染症総務課

感染症医療確保課

ワクチン・検査推進課

感
染
対
策
統
括
監

現
行 ９課体制 保健医療介護部長

地域保健課

保健医療総務課

医療政策課

健康長寿課

薬務生活衛生課

国民健康保険課

医
療
介
護
統
括
監

保
健
衛
生
統
括
監 感染症対策課

高齢者介護課

地域包括ケア推進課

改
編
後 ９課体制

感染症対策課
に統合

７

各統括監が統括する課を見直し、保健
衛生統括監が主管課を統括する筆頭
統括監として整理



(3) 課等の主な組織編成の概要

エ 商工労働部関係

① 国内・海外市場向け取組の一体化等により稼ぐ力の強化を加速させるため、

アジア経済戦略課とマーケティング戦略推進課を統合し、グローバルマーケット

戦略課を新設

改編概要

商工労働部長

アジア経済戦略課
マーケティング戦略推進
課

産業政策課

企業立地推進課

ものづくり振興課

産
業
振
興
統
括
監

産
業
雇
用
統
括
監

中小企業支援課
雇用政策課
労働政策課

ITイノベーション推進課

２ 令和６年度組織編成の概要

現
行

９課体制 商工労働部長

産業政策課

企業立地推進課

ものづくり振興課産
業
雇
用
統
括
監

中小企業支援課

雇用政策課

労働政策課

ITイノベーション推進課

グローバルマーケット戦
略課

産
業
振
興
統
括
監

改
編
後

８課体制
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(3) 課等の主な組織編成の概要

オ 土木建築部関係

① 世界水準の観光地に相応しい良好な沿道景観のための取り組みを強化するため、

道路管理課内に沿道景観推進室を新設

主な改編概要

２ 令和６年度組織編成の概要

道路管理課長

管理班

補修班

市町村道班

現
行

３班体制

改
編
後

９

道路管理課長

管理班

補修班

市町村道班

１室３班体制

沿道景観推進室



(3) 課等の主な組織編成の概要

カ その他の事項

① 財務事務に係る審査機能を強化するため、知事公室を除く各部等の主管課に予算経

理担当の班を設置（知事公室には財務事務審査に係るスタッフ職として、主幹及び班

員を配置）

② 防災対策、国民保護・危機管理に関する取り組みを強化するため、知事公室防災危

機管理課の担当班を１班体制から２班体制に拡充

『R5年度：防災危機管理班』『R6年度：防災班、危機管理班』

③ 進展するデジタル技術に対応した施策を展開するため、企画部デジタル社会推進課

の担当班を１班体制から２班体制に拡充

『R5年度：デジタル推進班』『R6年度：デジタル企画班、デジタル推進班』

④ 「世界のウチナーネットワーク」の強化に向けた施策を推進するため、文化観光ス

ポーツ部交流推進課の担当班を１班体制から２班体制に拡充

『R5年度：交流推進班』『R6年度：交流推進班、ウチナーネットワーク推進班』

⑤ その他、効率的な事務の執行等の観点から、各部等から班の統合や事務事業の移管

等（それに伴う班名称の改称含む。）の要求があり、必要性を確認し、組織編成を行

った。

２ 令和６年度組織編成の概要
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３ 令和６年度定数編成の概要

(1) 定数編成の概要

令和６年度定数

3,841人（前年比 28人増）

11

知事公室 100人 134人 34人

総務部 356人 366人 10人

企画部 213人 220人 7人

環境部 97人 99人 2人

子ども生活福祉部 474人 0人 ▲ 474人

生活福祉部 0人 219人 219人

こども未来部 0人 246人 246人

保健医療介護部 547人 521人 ▲ 26人

農林水産部 841人 845人 4人

商工労働部 261人 262人 1人

文化観光スポーツ部 135人 137人 2人

土木建築部 752人 754人 2人

出納事務局 37人 38人 1人

計 3,813人 3,841人 28人

令和６年度　各部等の配置定数

R６年度定数R５年度定数 増減部等名



(2) 主な定数配置

【知事部全体】

・ 内部統制推進体制の更なる強化のため、各部等の主管課に内部統制専任職員（班長

級）を新たに配置（各部等主管課、財政課、行政管理課 計13人増員）

・ 財務事務に係る審査強化のため、各部等の主管課に経理担当を増員配置（各部等主管

課 計12人増員）

【知事公室関係】

・ 沖縄県地域外交基本方針に基づき、国際的な取組を充実・強化していくため、知事公

室平和・地域外交推進課に19人配置（増員６人、定数移管13人）

・ 防災対策、国民保護・危機管理に関する取組を強化するため、知事公室防災危機管理

課に増員配置（３人増員）

【総務部関係】

・ 観光目的税導入に向けて、制度設計や国との調整等の取組を加速化するため、総務部

税務課に増員配置（１人増員）

12

３ 令和６年度定数編成の概要



(2) 主な定数配置

【企画部関係】

・ 新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画に掲げる施策の検証作業に着手するため、企画部

企画調整課に増員配置（２人増員）

・ 国によりふるさと納税制度の要件の厳格化が行われたことから、県内市町村に対する

支援体制を強化するため、企画部市町村課に増員配置（１人増員）

【環境部関係】

・ 海岸漂着物やプラスチックごみによる海洋汚染等に関する取組を継続するため、

環境部環境整備課に継続配置

・ 本県に生息・生育する希少野生動植物の保護や外来生物の侵入防止に継続して取り組

むため、環境部自然保護課に継続配置

【生活福祉部関係】

・ 沖縄県再犯防止推進計画の改定、地域再犯防止推進事業等を新たに実施するため、

生活福祉部福祉政策課に増員配置（１人増員）

13

３ 令和６年度定数編成の概要



(2) 主な定数配置

【こども未来部関係】

・ 児童虐待の防止に向け、児童相談所の体制強化を図るため、中央・コザ児童相談所に

増員配置（計14人増員）

・ 子どもの権利ファーストの理念の普及・促進及び里親支援センター開設に向けた取組

を推進するため、こども未来部こども家庭課に継続配置

【保健医療介護部関係】

・ 在宅医療の拡充、医療と介護の連携等をより一層推進するため、保健医療介護部地域

包括ケア推進課に増員配置（２人増員）

・ 小児・周産期医療の充実に向けた取組を推進するため、保健医療介護部医療政策課に

増員配置（１人増員）

【農林水産部関係】

・ 老朽化が進む分蜜糖製糖工場の整備のため、農林水産部糖業農産課に継続配置

・ 危険な盛土等による災害を防止する取組を実施するため、農林水産部森林管理課に増

員配置（１人増員）
14

３ 令和６年度定数編成の概要



(2) 主な定数配置

【商工労働部関係】

・ 2050脱炭素社会の実現に向けて、関連施策の強化を図るため、商工労働部産業政策

課にエネルギー政策推進監及び班員（班長級）を増員配置（２人増員）

・ 深刻化する人材不足に対応する取組を強化するため、商工労働部雇用政策課に班員

（班長級）を増員配置（１人増員）

【文化観光スポーツ部関係】

・ 人材不足が生じている観光事業者等の省人化、人材受入の取組を支援するため、

文化観光スポーツ部観光振興課に増員配置（２人増員）

・ ユネスコ無形文化遺産登録に向けて推進体制を強化するため、文化観光スポーツ部

文化振興課に無形文化遺産推進監及び班員を増員配置（２人増員）

【土木建築部関係】

・ 魅力ある道路緑化及び離島地域の無電柱化促進など、沿道景観のための取組を強化

するため、土木建築部道路管理課に増員配置（２人増員）

・ 危険な盛土等に伴う災害を防止するための取組を強化するため、建築指導課及び

海岸防災課に増員配置（計３人増員） 15

３ 令和６年度定数編成の概要



(2) 主な定数配置

【出納事務局関係】

・ 支出事務に係る審査体制強化のため、出納事務局会計課に審査指導監を増員

配置（１人増員）

16

３ 令和６年度定数編成の概要


